
「景観法第９８条第２項の規定に基づく知事との協議」に関する事務処理要領 

 

第１ 趣旨 

   この要領は、景観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」という。）第９８

条第２項に基づき、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）２５２条の１９第１項

の指定都市及び同法２５２条の２２第１項の中核市以外の市町村の長（以下「市町

村長」という。）が熊本県知事と協議する手続きに関して必要な事項を定めるもの

とする。 

 

第２ 協議 

   市町村長は、知事と協議をしようとするときは、協議書（別記様式）に次に掲げ

る   事項を明示した書類を添付して提出するものとする。 

 （１）景観行政の現状 

 （２）今後の景観行政の推進方針等 

     景観計画及び景観法の施行に必要な条例の素案 

   （３）実施体制 

  （４）景観計画策定等のスケジュール 

     景観計画の策定並びに景観法の施行に必要な条例の制定及び施行に係るスケ

ジュールの概要  

 

第３ 確認 

   知事は、市町村長から協議書の提出があった場合、次に掲げる事項を確認するも 

  のとする。 

  （１）県の広域的な景観形成施策との整合性があること 

  （２）景観行政を担う実施体制が整っていること 

 

第４ 公示 

    市町村長は、法第９８条第３項の規定に基づく公示をしたときは、当該公示の書

面の写しを添付して、公示を行った旨を報告するものとする。 

 

第５ 関係所属長への通知 

   熊本県土木部道路都市局都市計画課長は、協議終了後、速やかにその旨を関係所 

  属長に通知する。 

 

  附 則 

 この要領は、平成１８年５月２４日から適用する。 

    附 則 

  改正後の要領は、平成２０年１月２３日から適用する。 

    附 則 

  改正後の要領は、平成２３年１１月１日から適用する。 

    附 則 

  改正後の要領は、平成３０年３月１５日から適用する。 

 

 



                                                      別記様式 

 

協 議 書 

 

 

                               第      号 

                            平成  年  月  日 

 

 

  熊本県知事       様 

 

 

                        市町村長  氏  名  印 

 

 景観法第２章第１節から第４節まで、第４章及び第５章の規定に基づく事務を処理し

たいので、同法第９８条第２項の規定に基づき関係書類を添えて協議します。 

 

  

 景観施策担当部署 

 

 

 

 

 

公 示 予 定 日 

 

 

平 成     年    月    日 

 

 

その他の事項 

※その他必要と思われる 

事項があれば記入して 

ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※次の事項を記載した書類を添付してください。 

    （１）景観行政の現状 

       （２）今後の景観行政の推進方針等 

       景観計画及び景観法の施行に必要な条例の素案 

     （３）実施体制 

    （４）景観計画策定等のスケジュール 

              景観計画の策定並びに景観法の施行に必要な条例の制定及び施行に係る 

              スケジュールの概要  

 

 

 

 



                                                         

＜参考：本要領による協議手続の流れ＞ 

 

 市  町  村 

 

 

 

 

 

広 域 本 部 

 

 

 

 

 

都市計画課 

 

 

 

 

 

関係各課 

 

                         (景観担当課) 

 

協議依頼の検討 

 

 

 

 

 

本要領を送付 

 

 

 

                           （事  前） 

 

 

 内 協 議 

 

 

 

（議会等報告） 

（※必要に応じて実施） 

 

 

 

 

協 議 依 頼 

 

 

        （経  由） 

 

 

 受  領 

 

                       

 

 

協議に対する回答書受領 

 

 

        （経  由） 

 

 

 協  議 

 

 

 

 通 知 

 

 

 

 

 

 通 知 

 

 

 

  公      示 

 

        （経  由） 

 

 受  領 

     

     

     

   

 報 告 

 

  

 

 

公示の３０日後に景観行政団体となる 

 



 


